
様式第２号の１

介護支援専門員登録移転申請書（転入）

年 月 日

（宛先）秋田県知事

（ 知事経由）

申請者氏名

介護支援専門員の登録を移転したいので、介護保険法第６９条の３及び介護保険法施

行規則第１１３条の１０の規定により、関係書類を添えて申請します。

また、介護保険制度の適正な実施を図るために必要があるときは、提出した書類に記

載された事項を他の行政機関に対し、提示することに同意します。

※ この様式は、秋田県外の都道府県から秋田県への登録の移転を申請する者が、現在登録を受
けている都道府県において介護支援専門員証の交付を受けていない場合又は有効期間が満了
した等で介護支援専門員証の交付を受けることができない場合に使用します。
※ この様式は、現在登録を受けている都道府県に提出してください。

フリガナ

氏名

生年月日 西暦 年 和暦 年 月 日

登録番号

電話番号 電話番号 （ ）

※平日の日中に連絡可能な番号を記載してください。

フリガナ

住所
〒 －

現在登録してい

る都道府県名
都 道 府 県

移転後の状況

勤務している又は勤務予定の事業者若しくは施設の名称

上記事業者等の所在地

添付書類

及び手数料

□ 現に有する介護支援専門員証の原本又は現に有する介護支援専門員登録
証明書の原本（現在登録を受けている都道府県に返却していただきます。
どちらもお持ちの方は両方を返却してください。）
□ 秋田県内に所在する事業所又は施設で介護支援専門員の業務に従事し、
又は従事しようとすることを証する書面の写し
□ 次のいずれかの書類
・ 秋田県内の市町村長が交付した住民票の写し（住民票の写しはコピー
不可。６か月以内に交付されたもので個人番号が記載されていないもの
に限ります。）
・ 運転免許証等、氏名・住所が確認できる書面の写し（裏面に変更内容
が記載されている場合、裏面の写しも添付してください。）

□ 手数料１，３００円
※ 申請書を提出後、秋田県介護支援専門員協会から送付される振込用紙
により納付してください。


